
［ゴルフ場 利用約款］

東京建物リゾート株式会社が運営している

ゴルフ場（以下、本クラブ）ご利用のお客様

は、安全で快適なプレーをお楽しみいただく

ために、下記のゴルフ場利用約款を必ずお守

りくださるようお願い申し上げます。

第 1条（約款の適用）

本クラブを利用される方（以下、利用者とい

う）は、会員、非会員を問わず、本約款に従

ってご利用いただきます。

第 2条（利用契約の成立）

本クラブの利用者は、当日フロントにおいて、

所定の署名簿にサインまたは、チェックイン

システムにより所定の手続をしてください。

これにより本クラブは、施設の利用をお引き

受けすることになります。

第 3条（利用の申し込みおよび取り消し）

プレーの申し込みおよび取り消しは、所定の

手続きに従っていただきます。尚、予約のキ

ャンセルにつきましては、ホームページや館

内掲示などに定めるところによりますが取

り消し料を申し受けます。

第 4条（施設利用および利用継続の拒絶）

本クラブは、次の場合に施設の利用ならびに

利用の継続をお断りすることがあります。

（1）満員のためスタート時間に余裕がない

とき。

（2）天候、災害などその他止む得ない事情

により、ゴルフ場をクローズするとき。

（3）利用者が、公の秩序もしくは善良な風

俗に反する行為をなした場合、またはなすお

それがあると認められたとき。

（4）利用者が偽名、または他人名義での申

し込みをしたとき。

（5）その他、本約款に著しく違反するなど

本クラブの施設を利用することが好ましく

ない理由があるとき。

第 4条の 2（暴力団等の入場利用の拒絶）

本クラブは、Ⅰ暴力団、Ⅱ暴力団員、Ⅲ暴力

団関係企業（①役員もしくは従業員が暴力団

員に該当する、または暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有する企業、②暴力団員

が経営に実質的に関与している企業、③暴力

団員に対して資金等を提供し、または便宜を

供与する企業をいう。）、Ⅳ暴力団関係企業の

役員または従業員、Ⅴ暴力団員と社会的に非

難されるべき関係その他密接な関係を有す

る者（以下総称して「暴力団等反社会的勢力」

という。）の施設への入場、ならびに利用を

お断りし、また、暴力団等反社会的勢力を同

伴または紹介することをお断りいたします。

予約後、認知したときは、その予約を無効と

し、施設の利用開始後、認知したときはただ

ちに退場していただき、その後の利用の継続

をお断りするものとします。

第 5条（施設の利用および利用継続の拒絶に

対する免責）

本クラブは、前条の施設利用および利用継続

の拒絶に係わる損害賠償などの責任を一切

負いません。

第 6条（休場、開場時間）

本クラブの休日、休場日と開場時間はホーム

ページや館内掲示などに定めるところによ

りますが、季節的または臨時的に変更すると

きがあります。

第 7条（金銭、その他貴重品）

金銭その他の貴重品は、備付けの貴重品専用

ロッカーに必ず収納してください。管理不十

分で盗難や紛失などの事故があっても、本ク

ラブはその責任を一切負いません。

第 8条（携帯品、自動車等）

携帯品や場所を提供している駐車場の自動

車に盗難、毀損事故が生じた場合でも、本ク

ラブは本クラブに故意または重過失なき限

りその責任を一切負いません。

第 9条（ロッカー）

ロッカー内収納品の事故については、本クラ

ブは本クラブに故意または重過失なき限り

その責任を一切負いません。

第 10条（宅急便の取扱い）

宅急便によるゴルフクラブ、バック、シュー



ズ等のお取次ぎはいたしますが、お取次ぎ中

の物品については、本クラブは本クラブに故

意または重過失なき限り盗難、紛失、破損等

の責任を一切負いません。

第 11 条（危険防止責任とエチケット・マナ

ーの厳守）

ゴルフ場は時により大変危険を伴う場合が

あります。プレーヤーはエチケットとマナー

を守り、キャディのアドバイスの如何にかか

わらず、自己の責任でプレーしていただきま

す。

第 12条（ティグラウンド上の素振り）

素振りは、ティマーク内の打席または指定さ

れた場所以外では、なさらないでください。

また、打順以外の方はティグラウンド内に立

ち入らないでください。

第 13条（飛距離の確認）

先行組みに対しては、後続組のプレーヤーは、

キャディのアドバイスの如何にかかわらず、

自己の飛距離を、自分で判断して、先行組に

打ち込まないよう打球してください。

第 14 条（キャディおよびフォアキャディの

合図）

キャディおよびフォアキャディの合図は、先

行組が第 2打を打ち終わり、通常の飛距離外

に前進したと判断されるときの目安です。こ

のため、合図があった場合に於いても、打者

は自己の飛距離を自分で判断して打球して

ください。

第 15条（打者の前方に出ないこと）

同伴プレーヤーは、打者の前方に絶対出ない

でください。打者は同伴プレーヤーが前方に

いるときは、後方へ戻るよう指示し安全を確

認してから打球してください。

第 16条（隣接ホールへの打ち込み）

隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですか

ら、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向に

ついて適切に判断して、慎重に打球してくだ

さい。万一隣接ホールに打ち込んだ場合は、

そのホールのプレーヤーに合図をして、邪魔

にならないよう打球するとともに、自己の同

伴プレーヤーにも充分注意して打球してく

ださい。

第 17条（退避および退避所）

先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球

させるときは、後続組が全員打ち終わるまで、

退避所または安全な場所に退避してくださ

い。

第 18条（ホールアウト後の退避）

ホールアウト後は、直ちにグリーンを去り、

後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次

のホールへ進んでください。

第 19条（雷鳴、地震があった場合）

雷鳴があったとき、または雷雲接近を知らせ

る合図があったときは、直ちにプレーを中断

し、退避所等安全と思われる場所に退避して

ください。また、地震があったときも同様に、

直ちにプレーを中止して斜面の崩壊や、橋梁

その他施設の損壊に注意し、退避してくださ

い。

第 20条（乗用カートの使用）

乗用カートの使用に際しては、表示されてい

る注意事項や運転操作の取扱い説明書なら

びに下記の事項に注意し安全運転を厳守し

てください。

1. キャディ付きプレーの場合

（1）カートの操作はキャディがおこないま

すので、プレーヤーは絶対に操作しないでく

ださい。

（2）カートの電源・キー等の操作装置には

手を触れないでください。

（3）走行中はカートから身体、衣服、用具等

がはみ出さないよう注意してください。

2. セルフプレーの場合

（1）プレーヤーは、リモコン・発信/停止ボ

タン以外に絶対に触れないでください。

（2）運転者はカートの前後を確認し、同乗

者の安全も確認の上発進してください。

（3）走行中カート道路上に人やカート以外

の車輌がいた場合、カートは自動停車できな

いので、早めに停止ボタンを押してください。

（4）カートは、斜面その他不安定な場所、あ



るいは打球が当る危険性のある場所には絶

対停車させないでください。

（5）乗用カートの運転操作ミスによる事故

について本クラブはその責任を一切負いま

せん。尚、運転中に故意または過失により人

身事故ならびにカートおよび備品に損害を

与えた場合、事故により生じた損害を賠      

償していただきます。

（6）手動運転の必要が生じた場合は、自動

車の運転免許所有者に限定し、常に安全運転

を心掛けるようにしてください。

第 21条（GPS システムと飛距離の確認）

乗用カート搭載の GPS 測定による安全サイ

ンが出ている場合でも、打者は、自己の飛距

離を判断して先行組に打ち込まないよう打

球してください。尚、打球事故は当事者間で

解決していただき、本クラブは本クラブに故

意または重過失なき限りその責任を一切負

いません。

第 22条（火気使用の禁止）

コース内やクラブハウス内の火気使用は所

定の場所以外では厳禁します。マッチ、タバ

コの吸殻はよく消して備え付けの灰皿に入

れてください。

第 23条（違背の場合の責任）

利用者がこの利用約款に違反して、第三者に

損害等の事故を発生させた場合、または自分

が違反して損害等の被害を受けた場合は、本

クラブはその賠償責任などの責任を負いま

せん。

第 24条（プレー終了後のクラブ等の確認）

利用者はプレーを終了した場合は、各自クラ

ブを点検し間違いがないか慎重に確認し所

定の用紙にサインしてください。確認後クラ

ブの不足、瑕疵については、本クラブは本ク

ラブに故意または重過失なき限りその責任

を一切負いません。

第 25条（施設に損害を与えた場合）

利用者の故意または過失により、本クラブの

施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償

していただきます。

第 26条（施設への持ち込み禁止）

施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止

いたします。

（1）動物ペット類

（2）著しく悪臭を放つもの

（3）銃砲刀剣類

（4）発火、爆発のおそれがあるもの

（5）騒音を発するもの

（6）その他、他人に迷惑を及ぼすもの

第 27条（行為の禁止）

施設内での下記の行為は禁止します。

（1）とばく、その他風紀を乱す行為

（2）物品販売、宣伝広告等の行為

（3）利用者以外は、特に許可した場合を除

きコース内への立ち入りは禁止する。

但し、許可した場合であっても利用者以外

（含ギャラリー）が、障害などの被害を受け

た場合、本クラブは本クラブに故意または重

過失なき限りその損害賠償などの責任は負

いません。

（4）その他、他人に迷惑を及ぼし、または不

快感を与える行為

第 28条（個人情報）

本クラブでは、館内表示システムや遺失物の

連絡、ダイレクトメールの発送やインターネ

ット情報の送信など、運営業務に個人情報を

使用する場合があります。

第 29条（信義則）

本約款に定めのない事項は、ゴルフプレーの

精神に則り信義、誠実の原則に従って解決さ

れるものとします。

         制定 2020 年 4 月 1日

                 以上


